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(54)【発明の名称】 超音波プローブ及び超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  高周波数超音波及び低周波数超音波のどちら
でも走査可能である超音波プローブ、及び当該超音波プ
ローブを使用可能な超音波診断装置を提供すること。
【解決手段】  アレイ状に配列された複数の低周波数の
圧電振動子１２１と、中周波数の圧電振動子１２１と、
高周波数の圧電振動子１２２とを有する超音波プローブ
である。いずれのアレイを使用するかは、例えば撮影形
態等によって決定され、超音波診断装置本体からの制御
によって切換スイッチ１２８が切り替えられ、選択され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】第１の周波数で超音波送波を行うための複
数の第１の圧電振動子と、
第１の周波数とは異なる第２の周波数で超音波送波を行
うための複数の第２の圧電振動子と、
把持可能な形状を有し、第１の圧電振動子と第２の圧電
振動子を覆うケースと、
超音波診断装置本体からの送信駆動信号を前記第１の圧
電振動子又は前記第２の圧電振動子に切り替えて供給す
るための選択手段と、
を具備することを特徴とする超音波プローブ。
【請求項２】前記第１の圧電振動子に接続され、前記第
１の圧電振動子の共振周波数を調整するための第１のイ
ンダクタと、
前記第２の圧電振動子に接続され、前記第１のインダク
タと異なるインダクタンスを有し、前記第２の圧電振動
子の共振周波数を調整するための第２のインダクタとを
備え、
前記選択手段は、前記第１のインダクタと前記第２のイ
ンダクタに接続されたスイッチング回路であること、
を特徴とする請求項１記載の超音波プローブ。
【請求項３】前記第１の圧電振動子と前記第２の圧電振
動子は、材質又は形状の少なくとも１つが異なるもので
あることを特徴とする請求項１記載の超音波プローブ。
【請求項４】前記複数の第１の圧電振動子は第１の方向
に沿って一列に並べられた第１の振動子アレイを構成
し、前記複数の第２の圧電振動子は第１の方向に沿って
１列に並べられた第２の振動子アレイを構成し、
当該第１の振動子アレイと第２の振動子アレイは、前記
第１の方向に直交する方向に沿って隣接して配置された
ものであること、
を特徴とする請求項１記載の超音波プローブ。
【請求項５】複数の第１の圧電振動子と、
前記第１の圧電振動子と異なる周波数特性を有するよう
に材質又は形状を異ならせた複数の第２の圧電振動子
と、
把持可能な形状を有し、第１の圧電振動子と第２の圧電
振動子を覆うケースと、
前記第２の圧電振動子による超音波送波を停止して前記
第１の圧電振動子による超音波送波を行う第１の超音波
走査と、前記第１の圧電振動子による超音波送波を停止
して前記第２の圧電振動子による超音波送波を行う第２
の超音波走査が行われるように前記第１の圧電振動子及
び第２の圧電振動子に駆動振動を供給する手段と、
を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】複数の第１の圧電振動子と、
複数の第２の圧電振動子と、
前記第１の圧電振動子にそれぞれ接続する第１のインダ
クタと、
前記第１の圧電振動子と異なる特性を有し、前記第２の*
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*圧電振動子にそれぞれ接続する第１のインダクタと、
把持可能な形状を有し、第１の圧電振動子と第２の圧電
振動子を覆うケースと、
前記第２の圧電振動子による超音波送波を停止して前記
第１の圧電振動子による超音波送波を行う第１の超音波
走査と、前記第１の圧電振動子による超音波送波を停止
して前記第２の圧電振動子による超音波送波を行う第２
の超音波走査が行われるように前記第１の圧電振動子及
び第２の圧電振動子に駆動振動を供給する手段と、
を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】複数の圧電振動子と、前記圧電振動子と共
振するように接続され、特性を変更可能に構成されたチ
ューニング部を備えた超音波プローブと、
第１の周波数の超音波による超音波走査と第２の周波数
の超音波による超音波走査が行われるように前記圧電振
動子へ駆動信号を供給する手段と、
前記超音波走査の切り替えに連動して前記チューニング
部の特性を切り替える制御手段と、
を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】前記制御手段は、前記選択手段は、撮影形
態、診断部位、焦点深度の少なくとも一つに基づいて、
前記チューニング手段を制御することを特徴とする請求
項７記載の超音波診断装置。
【請求項９】前記制御手段は、Ｂモード走査とドプラモ
ード走査の切り替えに連動して前記チューニング手段を
制御することを特徴とする請求項７記載の超音波診断装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、医療等に用いられ
る超音波プローブ及び超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】超音波プローブは、対象物内部の画像化
等を目的として、超音波を対象物に向けて照射し、その
対象物における音響インピーダンスの異なる界面からの
反射波を受信するための装置である。このような超音波
プローブが採用された超音波画像装置として、例えば、
人体内部を検査するための医用診断装置や金属溶接内部
の探傷を目的とする検査装置等が存在する。特に、医用
診断装置としての超音波診断装置においては、例えば人
体の断層像（Ｂモード像）、超音波の血流によるドプラ
シフトを利用して血流の速度を２次元でカラー表示する
カラーフローマッピング（ＣＦＭ）法、二次高調波を画
像化したティッシュハーモニックイメージング（ＴＨ
Ｉ）法等、種々の撮影技術が開発されている。
【０００３】超音波プローブには、これら種々の撮影方
法や診断対象の特性に応じて、種々の形態が存在する。
例えば、超音波が低周波であるほど感度向上が見込まれ
ることから、カラーフローマッピング法では低周波用超
音波プローブが使用される。また、超音波が高周波であ
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るほど分解能向上が見込まれることから、Ｂモード像撮
影では高周波用超音波プローブが使用される。
【０００４】また、一般に、超音波は被検体内を伝播す
る過程で減衰することが知られている。この減衰は、周
波数が高いほど大きい。この様な事情から、被検体の深
部を診断する場合には約５ＭＨｚ以下の低周波プローブ
が使用され、一方、被検体の浅部（体表面近傍領域）を
診断する場合には約５ＭＨｚ以上の高周波プローブが使
用される。
【０００５】しかしながら、従来では、同一の超音波プ
ローブにて高周波の超音波による走査、及び低周波の超
音波による走査を実行できない。従って、このように各
種撮影形態にて超音波画像を取得する場合、操作者は、
超音波プローブをそれぞれの撮影形態に応じたものに交
換しなければならない。この超音波プローブの交換作業
は、操作者にとって負担となる場合がある。また、交換
作業により診断時間は長くなり、患者にも負担を与える
こととなる。
【０００６】一方、特開平８－１８２６８０は、低周波
用超音波振動子にて超音波送信を行い、高周波用超音波
振動子にて受信を行う超音波プローブを開示している。
また、特開２００１－１６１６８９は、高周波用超音波
振動子の出力と低周波用超音波振動子とを合成し、広帯
域な信号を送受信可能な超音波プローブが開示されてい
る。しかしながら、これらの公知例は、同一の超音波プ
ローブにおいて、高周波の超音波による走査、及び低周
波の超音波による走査を実現するものではない。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記事情を
鑑みてなされたもので、高周波数超音波及び低周波数超
音波のどちらでも走査可能である超音波プローブ、及び
当該超音波プローブを使用可能な超音波診断装置を提供
することを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達
成するため、次のような手段を講じている。
【０００９】本発明の第１の視点は、第１の周波数で超
音波送波を行うための複数の第１の圧電振動子と、第１
の周波数とは異なる第２の周波数で超音波送波を行うた
めの複数の第２の圧電振動子と、把持可能な形状を有
し、第１の圧電振動子と第２の圧電振動子を覆うケース
と、超音波診断装置本体からの送信駆動信号を前記第１
の圧電振動子又は前記第２の圧電振動子に切り替えて供
給するための選択手段とを具備することを特徴とする超
音波プローブである。
【００１０】本発明の第２の視点は、複数の第１の圧電
振動子と、前記第１の圧電振動子と異なる周波数特性を
有するように材質又は形状を異ならせた複数の第２の圧
電振動子と、把持可能な形状を有し、第１の圧電振動子
と第２の圧電振動子を覆うケースと、前記第２の圧電振
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動子による超音波送波を停止して前記第１の圧電振動子
による超音波送波を行う第１の超音波走査と、前記第１
の圧電振動子による超音波送波を停止して前記第２の圧
電振動子による超音波送波を行う第２の超音波走査が行
われるように前記第１の圧電振動子及び第２の圧電振動
子に駆動振動を供給する手段とを備えることを特徴とす
る超音波診断装置である。
【００１１】本発明の第３の視点は、複数の第１の圧電
振動子と、複数の第２の圧電振動子と、前記第１の圧電
振動子にそれぞれ接続する第１のインダクタと、前記第
１の圧電振動子と異なる特性を有し、前記第２の圧電振
動子にそれぞれ接続する第１のインダクタと、把持可能
な形状を有し、第１の圧電振動子と第２の圧電振動子を
覆うケースと、前記第２の圧電振動子による超音波送波
を停止して前記第１の圧電振動子による超音波送波を行
う第１の超音波走査と、前記第１の圧電振動子による超
音波送波を停止して前記第２の圧電振動子による超音波
送波を行う第２の超音波走査が行われるように前記第１
の圧電振動子及び第２の圧電振動子に駆動振動を供給す
る手段とを備えることを特徴とする超音波診断装置であ
る。
【００１２】本発明の第４の視点は、複数の圧電振動子
と、前記圧電振動子と共振するように接続され、特性を
変更可能に構成されたチューニング部を備えた超音波プ
ローブと、第１の周波数の超音波による超音波走査と第
２の周波数の超音波による超音波走査が行われるように
前記圧電振動子へ駆動信号を供給する手段と、前記超音
波走査の切り替えに連動して前記チューニング部の特性
を切り替える制御手段と、を具備することを特徴とする
超音波診断装置である。
【００１３】このような構成によれば、高周波数超音波
及び低周波数超音波のどちらでも走査可能である超音波
プローブ、及び当該超音波プローブを使用可能な超音波
診断装置を実現することができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に
従って説明する。なお、以下の説明において、略同一の
機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を
付し、重複説明は必要な場合にのみ行う。
【００１５】図１は、本実施形態に係る超音波診断装置
１０の概略構成を示したブロック図である。まず、同図
を基に超音波診断装置１０の構成と信号の流れを説明す
る。
【００１６】超音波診断装置１０は、超音波プローブ１
２、超音波プローブ１２を駆動しかつ超音波プローブの
受信信号を処理する装置本体１１、この装置本体に接続
されかつオペレータからの指示情報を装置本体に入力可
能な入力部４０と、を具備している。入力部４０には、
診断装置の制御や様々な画質条件設定を行うことが可能
な、ボタン、キーボード、トラックボールなどが含まれ
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る。
【００１７】超音波プローブ１２は、圧電セラミック等
の音響／電気可逆的変換素子としての複数の圧電振動子
を有する。本実施形態に係る超音波プローブ１２は、種
々の周波数（例えは、高周波数、低周波数、これらの間
にある中周波数）に対応する圧電素子を有している。こ
れらの圧電振動子は並列され、プローブ１２の先端に装
備される。本超音波プローブ１２の構成については、後
で詳しく説明する。
【００１８】装置本体１１は、Ｔ／Ｒスイッチ１４、超
音波送信ユニット２１、超音波受信ユニット２２、Ｂモ
ード処理回路２３、ドプラ処理回路２４、画像処理回路
２５、イメージメモリ回路２６、表示部２８、記憶媒体
３０、ネットワーク回路３１、コントローラ３２、を具
備している。
【００１９】Ｔ／Ｒスイッチ１４は、超音波送信時には
送信ユニット２１とプローブ１２とが接続するように、
超音波受信時には受信ユニット２２とプローブ１２とが
接続するように、電気配線を切り替えるスイッチであ
る。
【００２０】超音波送信ユニット２１は、図示しない
が、トリガ発生器、遅延回路およびパルサ回路からな
り、パルス状の超音波を生成してプローブ１２の振動素
子に送ることで収束超音波パルスを生成する。被検体内
の組織で散乱したエコー信号は再びプローブ１２で受信
される。
【００２１】プローブ１２から素子毎に出力されるエコ
ー信号は、超音波受信ユニット２２に取り込まれる。こ
こでエコー信号は、図示しないが、チャンネル毎にプリ
アンプで増幅され、Ａ／Ｄ変換後に受信遅延回路により
受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与えられ、
加算器で加算される。この加算により受信指向性に応じ
た方向からの反射成分が強調される。この送信指向性と
受信指向性とにより送受信の総合的な超音波ビームが形
成される。
【００２２】超音波受信ユニット２２からの出力は、Ｂ
モード処理回路２３に送られる。ここでエコー信号対数
増幅、包絡線検波処理などが施され、信号強度が輝度の
明るさで表現されるデータとなる。ドプラ処理回路２４
は、エコー信号から速度情報を周波数解析し、解析結果
を画像処理回路２５に送る。
【００２３】画像処理回路２５では、超音波スキャンの
走査線信号列から、テレビなどに代表される一般的なビ
デオフォーマットの走査線信号列に変換される、また種
々の設定パラメータの文字情報や目盛等と共に合成さ
れ、ビデオ信号として表示部２８に出力する。
【００２４】また、画像処理回路２５は、入力した画像
信号に基づいて、関心領域における輝度の経時変化につ
いてグラフ化を実行する。このグラフは、ＴＩＣ（Ｔｉ
ｍｅＩｎｔｅｎｓｉｔｙ  Ｃｕｒｖｅ）と呼称され、関
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心領域におけるエコー信号が増強される過程を定量的に
把握するために使用される。
【００２５】イメージメモリ回路２６は、画像データを
格納する記憶メモリから成る。この情報は、例えば診断
の後に操作者が呼び出すことが可能となっており、複数
枚を使っての動画再生が可能となる。
【００２６】記憶媒体３０は、種々のソフトウェアプロ
グラム、音声・画像などのライブラリが保管されてい
る。またイメージメモリ回路２６中の画像の保管などに
も使用される。なお、記憶媒体３０のデータは、ネット
ワーク回路３１を経由して外部周辺装置ヘ有線あるいは
無線ネットワーク転送することも可能となっている。
【００２７】コントローラ３２は、情報処理装置（計算
機）としての機能を持ち、本超音波診断装置本体の動作
を制御する制御手段である。
【００２８】（超音波プローブ）図２、３は、超音波プ
ローブ１２の構成を説明するための図である。超音波プ
ローブ１２は周波数特性の異なる超音波振動子を備える
ものである。この周波数特性を変える方法としては、超
音波振動子に接続される共振用のインダクタの値を変え
る方法と、超音波振動子の素材及び形状を変える方法が
あるが、以下の説明はこれらの両方を変える場合につい
て説明する。
【００２９】図２、３に示すように、超音波プローブ１
２は、低周波数圧電振動子１２０、中周波数圧電振動子
１２１、高周波数圧電振動子１２２、バッキング材１２
３、音響整合層（図示せず）、音響レンズ（図示せ
ず）、共通電極（図示せず）、信号線１２４、第１のイ
ンダクタ１２５、第２のインダクタ１２６、第３のイン
ダクタ１２７、切換スイッチ１２８を有している。低周
波数圧電振動子１２０、中周波数圧電振動子１２１、高
周波数圧電振動子１２２は、それぞれ異なる材質又は形
状を有し、これにより、それぞれで送受信する超音波の
周波数に適する周波数特性を有する。
【００３０】低周波数圧電振動子１２０、中周波数圧電
振動子１２１、高周波数圧電振動子１２２のそれぞれ
は、図２に示すように、スキャン方向に沿ってアレイ状
に配列された構成を有している（以下、低周波数圧電振
動子１２０によって構成されるアレイを第１アレイ、中
周波数圧電振動子１２１によって構成されるアレイを第
２アレイ、高周波数圧電振動子１２２によって構成され
るアレイを第３アレイと呼ぶことにする。）。これら第
１、第２、第３アレイはスキャン方向と直交する方向に
沿って隣接するように配置される。尚、第１、第２、第
３アレイの配列順序は、図２に限定されず適宜可能であ
る。
【００３１】各アレイでは、それぞれの周波数特性に適
した周波数で超音波が照射され、その反射が受波され
る。なお、低周波数、中周波数及び高周波数は、プロー
ブ毎に定義される相対的なものあるが、本実施形態で
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7
は、約５ＭＨｚ未満の周波数を低周波数とし、約５ＭＨ
ｚを越える周波数を高周波数とし、５ＭＨｚ程度を中周
波数とする。このような周波数帯域が異なる各アレイ
は、それぞれ個別に製造された特性の異なる圧電振動子
アレイを隣接するように並べて配列して製造することが
できる。
【００３２】このように、周波数毎に圧電振動子をスキ
ャン方向に沿って配列した構成によれば、従来に比して
高分解能のプローブを実現することができる。
【００３３】バッキング材１２３は、各圧電振動子１２
０、１２１、１２２の後方（超音波照射面と反対側の
面）に設けられ、振動子を機械的に支持する。バッキン
グ材１２３は、各振動子に類似する音響インピーダンス
を有する超音波減衰の強い材質で形成されており、後方
への超音波透過を促進させ、振動エネルギーを早く消失
させる。このバッキング材１２３は、使用する超音波周
波数の波長に対して十分な厚さ（十分減衰される厚さ）
に保たれている。
【００３４】音響整合層（図示せず）は、図示していな
い被検体と圧電振動子との間に位置するように設けられ
ており、単層或いは多層から成っている。当該整合層に
おける音速、厚み、音響インピーダンス等のパラメータ
を調節することで、被検体と圧電振動子との音響インピ
ーダンスの整合を図ることができる。なお、本音響整合
層は、第１、第２、第３のアレイ毎に、それぞれの特性
に合わせて設けられていることが好ましい。
【００３５】音響レンズ（図示せず）は、音響インピー
ダンスが生体に近いシリコーンゴム等から成るレンズで
あり、音波の屈折を利用して超音波ビームを集束させ分
解能を向上させる。本音響レンズは、第１、第２、第３
のアレイ毎に、それぞれの特性に合わせて設けられてい
ることが好ましい。
【００３６】共通電極（図示せず）は、各圧電振動子上
面に形成された図示していない電極に電力の印加等する
ための電極であり、アース接続されている。
【００３７】ケース（図示せず）は、低周波数圧電振動
子１２０、中周波数圧電振動子１２１、高周波数圧電振
動子１２２、バッキング材を覆い、操作者がこれらを一
体として片手で把持、操作可能な形状を有している。
【００３８】信号線１２４は、各圧電振動子に電圧を印
加するため、及び各圧電振動子が受波した超音波に基づ
く電気信号を取りだすための電気配線である。
【００３９】第１のインダクタ１２５、第２のインダク
タ１２６、第３のインダクタ１２７は、それぞれ低周波
数圧電振動子１２０、中周波数圧電振動子１２１、高周
波数圧電振動子１２２の周波数を調整するためのコイル
である。
【００４０】切換スイッチ１２８は、コントローラ３２
の制御に従って低周波数圧電振動子１２０、中周波数圧
電振動子１２１、高周波数圧電振動子１２２の間で電気
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的接続を切り替え、いずれか１つを選択的に駆動するた
めのスイッチング回路である。
【００４１】次に、以上述べた構成を有する超音波診断
装置の動作について、幾つかの例に従って説明する。な
お、以下の例では、説明を解りやすくするため、低周波
数圧電振動子１２０と高周波数圧電振動子１２２とを適
宜切り替えて診断を行う場合とする。
【００４２】（実施例１）実施例１は、診断（観察）対
象の体表面からの深度に応じて使用する圧電振動子を使
い分ける例である。すなわち、一般に、超音波は体内を
伝播する過程で減衰し、また、周波数が高いほど減衰度
が大きいことが知られている。従って、低周波であるほ
ど減衰がすくないため感度が高く、その一方、高周波で
あるほど減衰度は大きくなる。
【００４３】本超音波診断装置１０では、深部観察等に
おいては低周波数圧電振動子１２０を使用し、浅部観察
等においては高周波数圧電振動子１２２を使用するよう
に、切換スイッチ１２８を制御する。例えば、腹部観察
においては、比較的深部まで観察する必要がある。この
場合には、低周波数圧電振動子１２０を使用するよう
に、切換スイッチ１２８を制御する。この圧電振動子の
切換は、入力部４０からの診断部位や焦点等の入力に応
じて、コントローラ３２等の制御により自動的に実行さ
れることが好ましい。
【００４４】この様な構成により、異なる周波数で超音
波送受波を行う際、それぞれに適した周波数特性に超音
波振動子により超音波送受波を行うので、異なる周波数
での超音波送受波を良好に行うことができ、良好な超音
波画像を得ることができる。又、スイッチの切換のみで
深部及び浅部の観察が可能となるから、超音波プローブ
の付け替えを行う必要がない。また、当該スイッチの切
換を入力部４０からの診断部位の入力と連動させる場合
には、自動的に切り替えることができる。従って、操作
者の作業負担を軽減させることができる。また、診断時
間を短縮させることができ、患者の負担も軽減させるこ
とができる。
【００４５】（実施例２）実施例２では、撮影形態に応
じて使用する圧電振動子を使い分ける例である。超音波
診断においては、種々の形態による撮影が可能である。
例えば、反射波の強度を輝度変調し、組織情報を画像化
するＢモード、反射される超音波により血流情報を画像
化し、Ｂモード画像に重畳して表示されるドップラモー
ド等がある。一般に、Ｂモードでは高分解能が要求さ
れ、ドプラモードではＢモードに比して高感度が要求さ
れる。
【００４６】そこで、本超音波診断装置１０では、Ｂモ
ードによる撮影においては高周波数圧電振動子１２２を
使用し、ドプラモードによる撮影においては低周波数圧
電振動子１２０を使用するように、切換スイッチ１２８
を制御する。この圧電振動子の切換は、入力部４０から
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9
の撮影形態の入力に応じて、コントローラ３２等の制御
により自動的に実行されることが好ましい。
【００４７】この様な構成によれば、入力部４０からの
撮影形態の入力に応じて、自動的に適切な周波数帯の圧
電振動子が選択されるから、超音波プローブの付け替え
を行う必要がない。従って、操作者の作業負担を軽減さ
せることができる。また、診断時間を短縮させることが
でき、患者の負担も軽減させることができる。
【００４８】（実施例３）実施例３では、ＴＨＩ（Tiss
ue Harmonic Imaging）或いはＣＨＩ（Contrast Harmon
ic Imaging）において、送信と受信とで使用する圧電振
動子を使い分ける例である。
【００４９】ＴＨＩとは、生体組織による超音波の非線
形性を利用した影像手法である。すなわち、音圧が高く
なるところでは、非線形効果により、伝播する超音波の
波形が歪み高調波成分を発生する。ＴＨＩは、この高調
波、例えば２倍高調波を利用し、基本波を除去して影像
化すれば、サイドローブ等の軽減により低ノイズの超音
波画像、特に、臓器の内部等の画像を鮮明に映し出す手
法である。従って、ＴＨＩでは、送信する基本波の周波
数をｆ０とすれば、例えば周波数２ｆ０を有する２倍高
調波が画像化に使用される。
【００５０】また、ＣＨＩとは、被検体内に超音波造影
剤（バブル）を投与することで、超音波散乱エコーの増
強を図るものである。すなわち、例えば周波数ｆ０の基
本波を送信して被検体内のバブルを崩壊させる。このバ
ブルの崩壊において発生する２倍高調波（周波数２ｆ
０）を受信し、バブルの行き渡っている潅流域を表示
し、心筋等のパフュージョン等を映像化するものであ
る。このＣＨＩにおいては、組織において発生する２倍
高調波と区別するために、３倍高調波にてパフュージョ
ン像を得る場合もある。
【００５１】そこで、本超音波診断装置１０では、ＴＨ
Ｉ、ＣＨＩ等の撮影形態において、周波数をｆ０の基本
波送信においては、低周波数圧電振動子１２０を使用
し、周波数２ｆ０の２倍高調波を受信する場合には、高
周波数圧電振動子１２２を使用するように、切換スイッ
チ１２８を制御する。この圧電振動子の切換は、予め設
定されたスキャンシーケンスに従って、例えばＴ／Ｒ１
４の切換と同時に、コントローラ３２等の制御により自
動的に実行されることが好ましい。
【００５２】この様な構成によれば、例えばＴ／Ｒ１４
の切換に応じて、送信時と受信時のそれぞれにおいて自
動的に適切な周波数帯の圧電振動子が選択されるから、
超音波プローブの付け替えを行う必要がない。従って、
操作者の作業負担を軽減させることができる。また、診
断時間を短縮させることができ、患者の負担も軽減させ
ることができる。さらに、高調波に対応した周波数定数
を有する圧電振動子にて受信されるから、好適な超音波
画像を取得することができる。
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【００５３】（実施例４）実施例４では、ＤＤＳ（Drug
 Delivery System）において、バブルの破壊等と超音波
画像取得とで使用する圧電振動子を使い分ける例であ
る。ＤＤＳとは、カテーテル等で体内の特定部位に注入
されたバブルに付加された薬剤を、照射超音波によって
活性化、破壊して、癌等の局所療法を効果てきに行う手
法である。従って、ＤＤＳにおいては、バブルを破壊等
するための超音波照射と、当該被検体をモニタリングす
るための超音波照射とが必要である。
【００５４】そこで、本超音波診断装置１０では、バブ
ルを活性化、破壊する場合には低周波数圧電振動子１２
０を使用し、モニタリングする場合には高周波数圧電振
動子１２２を使用するように、チューニング部１３０の
スイッチ１３３を制御する。低周波超音波の方がバブル
は破壊されやすく、また、高周波超音波の方が分解能が
高いからである。なお、この圧電振動子の切換は、入力
部４０等からの入力に応じて、コントローラ３２等の制
御により自動的に実行される。
【００５５】この様な構成によれば、入力部４０からの
入力に応じて、バブル破壊時には低周波数圧電振動子１
２０が選択され、モニタリング時には高周波数圧電振動
子１２２が使用される。従って、超音波プローブの付け
替えを行う必要がないから、操作者の作業負担を軽減さ
せることができる。また、診断時間を短縮させることが
でき、患者の負担も軽減させることができる。さらに、
状況に応じた適切な周波数にてＤＤＳが実行されるか
ら、高精度にて効率よく診断を行うことができる。
【００５６】（第２の実施形態）第２の実施形態は、圧
電単結晶からなる圧電振動子によって複数の周波数の超
音波を走査可能な超音波プローブ１５、及び当該プロー
ブを具備する超音波診断装置について説明する。
【００５７】図４は、第２の実施形態に係る超音波診断
装置を示した図である。同図に示すように、本実施形態
に係る超音波診断装置１０は、超音波プローブ１５、当
該プローブ１５と装置本体１１との間に接続されたコネ
クタ１３とを具備している。
【００５８】図５は、超音波プローブ１５及びコネクタ
１３の概略構成を説明するための図である。同図に示す
ように、超音波プローブ１５は、アレイ状に配列された
圧電単結晶からなる圧電振動子１２９を有している。ま
た、コネクタ１３は、圧電振動子１２９毎に設けられた
チューニング部１３０を有している。
【００５９】チューニング部１３０は、インピーダンス
の異なる第１インダクタ１３１及び第２のインダクタ１
３２、タップ等の切換スイッチ１３３からなる。切換ス
イッチ１３３は、図示していない専用コントローラ、或
いは装置本体１１のコントローラ３２からの制御により
切り替えられる。なお、このコネクタ１３は、装置本体
１１内部に設けられていてもよい。
【００６０】次に、上記構成を有する超音波プローブ１
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５、及び超音波診断装置１０の動作について説明する。
本装置では、チューニング部１３０において所定のイン
ダクタンスを使用することで、圧電振動子１２９によっ
て送受信する超音波の周波数を制御する。例えば、第１
インダクタ１３１が低周波に対応（すなわち、高いイン
ダクタンスを有する）し、第２のインダクタ１３２が高
周波に対応（すなわち、低いインダクタンスを有する）
するものとする。このとき、低周波の超音波を送信する
場合には、コントローラ３２によって切換スイッチ１３
３が制御され、第１のインダクタ１３１が選択される。
【００６１】第１のインダクタ１３１が選択されると、
超音波送信ユニット２１から駆動電圧が、当該電圧は第
１のインダクタ１３１を介して圧電振動子１２９に印加
される。このとき、第１のインダクタ１３１と圧電振動
子１２９との共振周波数によって、当該振動子１２９か
ら超音波が送信される。また、高周波の超音波を送信又
は受信する場合には、低いインダクタンスを有する第２
のインダクタ１３２を選択することで、当該第２のイン
ダクタ１３２と圧電振動子１２９との共振周波数によっ
て、高周波数の超音波が送受信される。
【００６２】従って、所定のシーケンスに従って切換ス
イッチ１３３を制御することで、例えば上述した実施例
１乃至実施例４の形態にて超音波診断を実行することが
できる。
【００６３】以上、本発明を実施形態に基づき説明した
が、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各
種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら
変形例及び修正例についても本発明の範囲に属するもの
と了解され、例えば次に示すように、その要旨を変更し
ない範囲で種々変形可能である。
【００６４】上記第２の実施形態においては、一次元ア
レイプローブを例に説明した。しかし、圧電振動子１２
９をスキャン方向のみならずレンズ方向にそっても配列
した二次元アレイプローブについても、当該構成は適用
可能である。
【００６５】また、各実施形態は可能な限り適宜組み合
わせて実施してもよく、その場合組合わせた効果が得ら
れる。さらに、上記実施形態には種々の段階の発明が含
まれており、開示される複数の構成要件における適宜な
組合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実
施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削
除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた
課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果
の少なくとも１つが得られる場合には、この構成要件が
削除された構成が発明として抽出され得る。
【００６６】
【発明の効果】以上本発明によれば、異なる周波数で超
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音波送波を行う際、それぞれに適した周波数特性に調整
された超音波振動子により超音波送波を行うことができ
るので、異なる周波数での超音波送波を良好に行うこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置
１０の概略構成を示したブロック図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る超音波プローブ
１２の構成を説明するための図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る超音波プローブ
１２の構成を説明するための図である。
【図４】図４は、第２の実施形態に係る超音波診断装置
１０の概略構成を示したブロック図である。
【図５】図５は、第２の実施形態に係る超音波プローブ
１５及びコネクタ１３の概略構成を説明するための図で
ある。
【符号の説明】
１０…超音波診断装置
１１…装置本体
１２…超音波プローブ
１３…コネクタ
１４…Ｔ／Ｒスイッチ
２１…超音波送信ユニット
２２…超音波受信ユニット
２３…Ｂモード処理回路
２４…ドプラ処理回路
２５…画像処理回路
２６…イメージメモリ回路
２８…表示部
３０…記憶媒体
３１…ネットワーク回路
３２…コントローラ
４０…入力部
１２０…低周波数圧電振動子
１２０．１２１…圧電振動子
１２０…低周波数圧電振動子
１２１…中周波数圧電振動子
１２２…高周波数圧電振動子
１２３…バッキング材
１２４…信号線
１２５、１２６、１２７、１３１、１３２…インダクタ
１２８…切換スイッチ
１２９…圧電振動子
１２９…振動子
１３０…チューニング部
１３３…切換スイッチ



(8) 特開２００３－３３９７００

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(9) 特開２００３－３３９７００

フロントページの続き
  
(72)発明者  小作  秀樹
            栃木県大田原市下石上字東山1385番の１  
            株式会社東芝那須工場内
(72)発明者  武内  俊
            栃木県大田原市下石上字東山1385番の１  
            株式会社東芝那須工場内

Ｆターム(参考） 4C301 AA02 BB22 EE09 EE11 GA02
                      GA03 GB03 GB19 HH47 JB39
                4C601 BB05 BB06 EE06 EE09 GA01
                      GA02 GA03 GB01 GB03 GB04
                      GB19 HH35 JB28 JB34 



专利名称(译) 超声波探头和超声波诊断仪

公开(公告)号 JP2003339700A 公开(公告)日 2003-12-02

申请号 JP2002152960 申请日 2002-05-27

[标]申请(专利权)人(译) 东芝医疗系统工
株式会社东芝

申请(专利权)人(译) 东芝医疗系统工程有限公司
东芝公司

[标]发明人 諸川哲也
小作秀樹
武内俊

发明人 諸川 哲也
小作 秀樹
武内 俊

IPC分类号 A61B8/00

FI分类号 A61B8/00

F-TERM分类号 4C301/AA02 4C301/BB22 4C301/EE09 4C301/EE11 4C301/GA02 4C301/GA03 4C301/GB03 4C301
/GB19 4C301/HH47 4C301/JB39 4C601/BB05 4C601/BB06 4C601/EE06 4C601/EE09 4C601/GA01 
4C601/GA02 4C601/GA03 4C601/GB01 4C601/GB03 4C601/GB04 4C601/GB19 4C601/HH35 4C601
/JB28 4C601/JB34 4C601/GB21 4C601/HH01

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：提供一种能够同时扫描高频超声波和低频超声波的超声波
探头，以及能够使用该超声波探头的超声波诊断装置。 一种超声波探
头，具有以阵列状排列的多个低频压电振动器121，中频压电振动器121
和高频压电振动器122。 例如通过成像模式来确定要使用哪个阵列，并
且通过控制从超声诊断设备主体切换和选择转换开关128。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e82680cd-cf18-4a50-8745-2ca267fc1627
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/029770160/publication/JP2003339700A?q=JP2003339700A

